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前国会で成立しﾌﾟｾﾆ国立学校設置法の一部改正法には、国立学校定員の一部

をいわゆる総定員法の枠外とする特別措置を講ずろ条項が加えられている。

これは国立大学協会が、昭和４５年度定員削減措置の実施以来一貫して、

「国立学校の教職員定員を定員削減から適用除外にしてほしい」と要望して

きた趣旨に一歩近づいたものとして歓迎できる。

しかし友がら、この措置はいわば、第４次定員削減計画を若干なりとも緩

和するとともに、今後の国立学校定員の需要の一部に応ずるための便宜的措

置に過ぎず、これによって問題を本質的に解決することとはならない。した

がって、本協会としては、昨年８月１９日付で文部大臣および行政管理庁長

官に対して要望したとおり（別紙１）、国立学校教職員の総定員法上の取扱

いについては、速かに適切妥当な定員管理の方途を講じてもらいたいもので

ある｡

第６常置委員会は、この見地から、この問題について昨年来検討してきた。

薑一一雀だ結論を得るに至っていないが、その検討資料とするため、中規模で比較

的注とまりがよく、概して事務の能率化が図られているとみられるＡ大学と

Ｂ大学の２大学に書ける定員配置の実態を分析してみた。－

以下述べるように、これ以上の定員削減はきわめて困難な実情にある｡

1．実質５～６筋の削減
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第４次定員削減計画による国立学校特別会計の削減数は２，５６８であり、

これは５１年度宋同会計総定員１１６，０７５の２２鰯に相当し、４年間で毎

年度０．８筋、総体でａ２筋を削減しようとする政府計画の友かにあっては、

比較的優遇された措置であるといわれている。これは国立学校の特殊性に

かんがみ教官および附属病院の看護婦・医療技術職員等にかかる定員につ

いては、削減のL対象外とする措置によるものであり、このことについては

文部省および行政管理庁当局の御配慮を多とするものである。

しかし左がら、その結果実際に削減を行いうるこれら対象外職種以外の

職種についてみれば、この２，５６８の削減数は別表Ｉにみるとおり、その

削減率は５．５２筋の高率に上る。

：別表Iは、文部省が第４次定員削減計画にさいして行政管理庁に提出し

た５１年度末国立学校定員の職種分類のうち、第４分類（削減の対象外）

扱いとされた教官および病院関係職員等を除いた職種別の定員区分である。

つ在ハ第５分類から第１分類までの職種別定員の合計は４６，５５４であり、

これに対して２，５６８の削減を行うのであるから、その削減率は上記のよ

うに５．５２筋となる。

個女の大学に対する第４次定員削減の割当数は、その職種別定員の分布

態様にもよるが、Ａ大学についてみると、その割当数は２２で、削減対象

、

職種定員の５．７筋となっており、Ｂ大学についてみると、２７で５．５２筋と

たっている。したがって今次定員削減計画は、一般にａ２筋とされている

が、国立大学の現実に即していえば、実に５～６妬の高率削減といわざる

をえたい。

2．教育研究現場における定員削減の困難性
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ところ:が、この削減計画を引受,ける個左の国立大学の;現場にとってみ`れ

゛、.？‘・彦;１．－．，

ぱい現実はさらに厳しい削減とたってくる。別表Ⅱ一ＡおよびⅡ￣Ｂは、

それぞれＡ大学とＢ大学の定員について文部省が作成した別表Ｉに準じて、
、.､

第４分類扱いとされた教官お｡よび病院関係職員を除く定員について、その
～:！”ＷｊＪﾋﾞｰｰ

部局別職種月Ｉの分類を行ったものであるが、これらの職種について定員削

減を課することは、次の理由から実際問題としては著しく困難である。

す左わら、別表Ⅱ－ＡおよびⅡ－Ｂにおける「教育研究補助職員」にグ

いては､その職務内容が､専門的かつ多様に分化されており、その職場も

広範囲にわたり多岐に分かれている。附属;資:科１－Ａ、Ｉ－Ｂはそれぞれ

両大学におけるこの職種の個人別職務内容と、その勤務場所の調べである

が、Ａ大学にあっては８９人、Ｂ大学にあっては７０人の職員が、それぞ

れ教育研究の現場にあって、他に流用のきかない欠くことのできたい職務

を分担している。したがって、これらの職種｣の削減は著しく困難である。

かりに削減を行うとしても、いわゆる「生首は切らない」原則からして、

高令者の定年退職を待つ以外にはないし、蚕允退職しても、その代りを左

んらかの形で補充せざるをえたい職種である。

ａ事務機構へのしわ主せ

別表Ⅱ－ＡおよびⅡ－Ｂの次欄の「図書職員」および「匿篦鎌関係職員」

についても同じことがいえることから、削減数の大部分を消化するには、

結局次の「その他の職員」にしわよせせざるをえないというのが実態であ

る。ところが両大学(､現状では過去５次にわたる定員削減の結果、それす

らももはや限界に達しているという事態である。

別表Ⅲ－ＡおよびⅢ－Ｂは両大学の事務系職員の機構とその定員配置の
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実態である。富ず両大学とも事務局等の定員にあっては、係長以外の係員

定員が１名左たはゼロという係が過半数に達してし養った。,係員の定員が

２名以上配置ざれている係でも､`ずすでにぎりぎりの数である。同様のとと
-,.'１二!.;.．』.．l

は次の学部等の定員について暇いえる｡「～

因みにＡ大学に港いて、教官以外の職員定員がもっとも多かったのは、

第１次定員削減が開始された鰍4峰震で､rぞ茜數は405であった。こ

れに対して現在C51隼慶iWi､別表ｒ=”どおり586で､この間１９の

減少であ-ろ｡、ＭうZWSj雫の'間に学科の増設等で若干の定員増があったの

であるが､>二３次に及ぶ定員削減数が大きく１９の減少と友っている。

一方どの敵学監室員塞よ;び教官定員の数は次の主うに増大している。

；.:～嵐､｢茂慾ＬＩノ４:４年度５１年度

：'ん'ユ則学;蔀箏i生＜：ダゾ5，１５５６，４６５

．母吐大驚学院生'す:孑艀ﾌﾟ:i:;i:１４６５００

＞〕教:i]』官…￣lＩｒ４８４５９０

また､1個大学において1忽ij茨の豈ように教官、看護婦は増加したが、その

他の職員は減少している。
巴

４５年度５１年度

教宮６１９６４１

着会/護*婦》ハーヘ１３ｲﾐﾀﾞ湫上､篭/、６

その他の職員ｎ脚!:獣)､叶い５８２

つz由り両大学とも、大学の規模ど事務量等が大幅に増幅しているのに、

事務系職員は逆に減少を強いら淀で雲り;､月さらにこのうえ新たな削減が課

￣

せられるのである。

－４－



２大学の実態を例として以上述べてきたことは、他大学についてもほぼ同

様の実情にあるものと思われる。す左わち、教育・研究ｄ診療の諸組織とそ

の活動は、、雷すます高度化、専門化、細分化し左から拡充されるとともに、

学生、教官の数も増加じてきており、当然それに応じて補助職員も充実ざれ

左ければならないのに、むしろ減少を強いられてきた。これらの関係は広島

大学にかかる別表Ｗ－１～４をみても明瞭である｡，

そもそも、教育・研究･診療に従事する大学の組織は、いわゆるスクラッ

プ．アンド゛ピルドにはなじ雀左い恒常的な組織であり、これに一律の定員

削減を課することには無理がある。

しかしながら、現実の対応策としては、各大学ともこれまでの定員削減措

置として、各学部、研究所等に対して所定の削減割当数を一律に課さざるを

えない状態に追いと蚕れてきた。ち左みにＤ大学の調査によれば、第２次
！1 ,.１１１.

定員削減の始雀った昭矛ﾛ４７年度から第５次定員削減の第２年次（昭和５１

年度）までの５年間における削減の状況は下表のとおりとなっているが、こ

の結果、同大学では次のような影響が出ており、末端部局における定員削減

ｆ

のしわよせが教育ｂ研究への重大な支障になっているという。

①匝表?面的には下表の主うに、順次計画通り定員を削減し、総数としては削

減がスムースに実施されているようにみちれようが、現実的には末端部局

においては、必須要員が1人やめても削減の対濠となり、優先的にその配

霞定員が引きぬかれて補充ができないiケーズが多い。

②退職等により削減を行いえたとしても運営上どうしても補充を必要とす

るためＶやむをえず非常勤職員を採用せざるをえない場合があり、このた

めの人件費の増加が研究・教育のたあの諸経費を過度に圧迫する結果とを

っている。
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：8,

③講座運営のための技官等教育研究補助職員については、いわｕｐＺＴ生首

を切らない」という大前提から、削減を行うには異動の発生に期待せざるJ鮭

をえないが、異動の発生には職場ごとの片寄りがあるうえ、特殊技術のみ…

を職務とする技官等をかかえる職場では部内での配置替が困難であるためＳ

欠員と過員の調整ができず、定員配置が不均衡を状態とたっている。

学部・研究所等の定員削減経過（４７～５１年度）

Ｄ大学

減｜退職配置巷｜新規採用に｜配置輯

この襲う左事情から、各大学における定員削減の多くは、､事務局および部

局の中央事務機構に大きくしわよせされている結果となっている。

もちろん大学といえども、その事務の合理化、簡素化について検討を加え
！！｡：.＿

る必要があろうし、各大学とも過去５次にわたる定員肯l減を通じて、それぞ

れ可能左限り合理化、簡素化を図ってきたのであるが‘とれも諸法令'Ｔ通達

等による制約があり、一定の限界がある。

さらに強調しなければならないことは、大学における事務内容が、他の二
：：,

般官庁のそれと比べて、きわめて特殊性のあるものであるということである。
；｡．#

教育・研究・診療の現場に密接し７を直接の補助事務や、学生の教務、補導、

厚生関係事務については、いうまでもないが、一般的な事務処理についても、

－６－

Ａ

削減

割当数

Ｂ

退職配置巷
(予定を含t，）

０

用に

，

配置巷
による補充

削減数

、

〔B‐(O+D)〕

Ｆ
職
用

臨
採

学部 １:４７ １４７ １０ ４
｡‐寸･け Oq

oO

１５５ ２１
AＣ

'研究所 １３ １５ １ １ １１ ４
●

■

病、院 4８ ４８ ２ ４６ ４
可,

◆。

計 ２０８ ２０８ １５ ５ 1９０ ２９



一般官庁のそれとは著しく様相を異にしており、複雑で手間のかかる仕事が

多い｡例を会計事務についてみても、別紙２のエうな特殊性がある。

これを要するに、冒頭にも述べたように、国立学校教職員の定員管理につ

いては、その特殊性にかんがみ、総定員法上の取扱いとは別に、適切な措置

が講じられる必要がある。
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別表Ｉ国立学校職員の職種分類表（第４Ｂｉ(定員削減）

昭和５１年度末定員

注）教官および第Ｗ分類扱いとなった病院関係職員等（691539）を除く。
｣

了:二L霊L÷…
－８－

職 種 俸給表 定員 備考

教
育
研
究
補
助
職
員

講座等職員

教務系職員

教室系技術職員

実験実習用動植物管理職員

教室系特殊技能士

教室系技能労務職員

船員

㈹
日
日
ロ
ロ
ロ
同

行
行
行
行
行
行
海

計

２
９
０
８
５
８
７

２
５
９
４
６
８
６

６
５
５
２
８
４
２

６
？
？
９
９
Ｐ

５
４
６
１
１
１

１２４５９

図
瀞
職
員

図書館司書

図書補助職負

行（－）

行（=）

計

１ ９６０

５５１

2．４９１

医
療
関
係
職
員

医師

医療技術職員

看護婦

着謹助手

病棟婦等

診療補助技術職員

診療補助技能職員

㈲
目
ロ
ロ
目
㈹
目

医
医
医
行
行
行
行

計

１
０
０
４
９
５
２

５
０
１
９
６
０

５
５
０
６

５

１

2，７１１

病院以外

職
員

そ
の
他
の

般職員

技能労務職負

行（-）

行（=リ

計

１ス１４２

4，７５１

２１，８９５

合計 ４６，５５４



職種別定員配置数別表Ｅ--Ａ
▲大学昭和５２年２月１日現在

ｌ
､｡

冨学妬更弱[官，２ｺ醤合計５８１動教授・舗師１１５名助手・教務imi員８８

器川00執…
Ｉ｡

備考:教官定員教授214名助教授･麟師115名助手･iik務職員88名生計417名附属学校教官,2名全量上旦旦2塁

教育研究補助職員

講職

座

等員

繊
窺
繩

動
植
物
管
理

実
験
実
習
用

労
‐
務
職
員

教
室
系
技
能

計

図職

書員

司

書

医療関係職員

看
護
婦

栄
養
士 計

その他の職員

一
般
職
員

技務

能職

労員

計

合
計 備考

事

巳ロ

□ＣＦ

Ｄ 務局

庶務部

経理 部

施設部

学一生部

教育学部

経済学部

経営学部

工学 部

附属図書館

○○科学研究センター

保健管理センター

６
１
５
１

１

２

１

５１

５ ’５

２５

１

４
１
１
９

２

１
６

１

２０

１

～１

２

２
１
１

７
２
８
７
５
９
１
０
２
０

６
２
２
１
１
５
２
２
５
１

４
７
７

５
９
７
８
１

１
２

１

１
２
５
４
５
２
０
７
０
１

８
２
５
２
１
６
５
２
５
１

１
２
５
４
５
８
１
８
１
１
２
１

８
２
５
２
１
７
５
２
２
３

１

教日教務職員２名外数

教目教務職員１２名外数

計 ２１ ５４ ５ ２１ ８７ ２１ ２ ２ ４ ２０２ ７２ ２７４ ５８６
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職種別定員配置数別表Ⅱ一日

Ｂ大学昭和５２年２月１日現在

隣育研究補助職員｜豊聲Ｉ医療.関係聯 ＤＩＩ1ｺの鰯Z屋

壜|鬘'二iil鑿|篝
･立耐

鼻歴白 」ｌｌＺＪＵ

￣

●

￣’１

川１４８，ユハＩソ合１１１［』

附属看護学校等（５校）講師１５名

一旦ＬｘｌＯＯ学5.521筋
４８１

備考：教官定員教授，５名助教授・講師１６６名助手・教務職員５６４名小計６２５名
合計６４０名

Ⅲ

事務局

教育研究,補助職員

講
座
等
職
員

技
術
職
員

教
室
系

轍雛鋤醗聰薑

労
務
職
員

教
室
系
技
能

計

司

書

医療、関・係職員

看
護
婦

臨査

床技

検師

医術

療職

技員

看
護
助
手

計

庶務部

経理部

施設部

臨時調査計画室

学生部

医 学部

歯学部

教義部

附属図霜館

保健管理センター

医学部附属病院

○○○分院

歯学部附属病院

附属教育施設

○○○○研究所

○○○○研究所

①

中

１

６

５
２

５
１
１

４ １８

１２

７

’１

２８

２０

1０

１２

，

１

５
５

１

１

８

２７

６
１
１
７
１

１
２

１５
７
８
２
１
５
９
１
４

０
８
７
５
９
８

５
１

１
１

１
７

２

２０

１２

1０

5５

１０

，

２

５

１
７
０
２
１
己
９
１
４

５
８
》
６
５
１
５

５
５
５

１
１

２
０
１
５

１
１

Ｊ
１

１５

７５
０５
２
１
７
０

１
４
４

１２
５
１
２
８

１
５
１

１

６５

５
２２

５２

■＆＝戸
■

教日教務職員１０名外数

〃〃 ,名 〃

教目教務職員８名外数
庁〃 5名 〃

合計 ７ ２１ ４ 5８ ｱロ ， １ ， ， ２７ 4６ 2６１
PＳ

1０５ 5６４ 4８１

合
計

備考



、

ソ

Ａ大学部局別職員組織状L況表（その他の職員）

務局）

経施

理設

部部

長長

「〒--Ｌ弓Ｆ－Ｌ－－Ｔ圷
主経企施

計理」画設，；

課課課課

長長長長

別表Ⅲ－Ａ

（事 (学生~部）

一

学生…長声鱸顛
(’

Ｉ課長補佐諄
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
［

一
一

課
長
補
佐

課
長
補
佐

$悪L薑i=!f由一恵了〕し 汝一厚携
鎚
合
］
絲
信

度
係
長

与
係
長

紬
係
長

財
係
長

計
係
長

査
係
長

瑠
二
糸
受

努籔白

趣
係
長

蚕
懸
胴
係
烏

需
旛
蕊
搬
嘉

一
工
螢
綴
咋
儒

工
費
属
咋
檮

字
司
詳
華
が
晨

DB

鵠係否１糸領 聚梱

臺鶯長長 +』

墓蕊得醇已巫典

'1
［」

’’

’’

1’

１１１１用》鱗Ⅲ
、
学
…
長
‐

ｌ課長補佐市舳艫繩纈ⅡⅡ

’
学
生
係
長
Ｉ

厚
生
係
長
Ｉ

Ｉ課長補佐一艸鮎鯏嚢州》獺ⅡⅡ

管
理
係
長
Ｉ

第
二
設
備
係
長
ｌ

第
一
設
備
係
長
Ｉ

第
二
工
営
係
長
Ｉ

第
一
工
営
係
長
ｌ

工
事
司
計
係
長
Ｉ

企
画
係
長
Ｉ

済
組
合
係
長
Ｉ

度
係
長
ｌ

与
係
長
ｌ

紬
係
長
Ｉ

財
係
長
Ｉ

計
係
長
Ｉ

査
係
長
ｌ

務
係
長
Ｉ

傍

係
員
数 ２ ２ １ ５ ２ １ １ １ １ ２１ １ ２ １ １ ２

・
１

１ １ ２ ５ ５ ２ ５ １



（工 学部）(経営学部）（経済学部）(教青学部）
第
２
部

事
務
長

事
務
長

事
務
長

事
務
長

第
２
部

事
務
長

事
務
＆
長

事
務
長
補
佐

事
務
長
補
佐１

－▲

ﾄコ

ｍ－Ｉ－Ｔｎ
庶経用教厚管第

鍵:鐘

ｎ－Ｔｌ
庶会教厚

務計務生

係係係係

長長長長

第
２
部
係
長

第
２
部
係
長

厚
生
係
長

会
計
係
長

庶
務
係
長

教
務
係
長

判
椥
鮒
關

勃
椥
鮒
寵

厚
生
係
長

経
理
係
長

庶
務
係
長

教
務
係
長

用
度
係
長

ｈ
ｌｌ
ｌ-１ﾄ’＝

。￣l

noD
￣￣ 戸

「!〒Ｉ

nｏ

|｜｜｜｜｜｜’lｌｌｌｌlｌｌｌlＩｌＩｌｌｌ
５ ５ ５ ５ ２ １ ２ ２５ ４ ろ ２ ５４ ４ ５ ５

係
員
数 ５ ５ ６ ６ ５ ４ ５



(その他０職員）己大学部局別職員組織状況表（Ｊ１

（事務局）

別表m－Ｂ

(学生部）

当

庶務部長門艸獺

施
設
部

ＦＬ－１

ｉｌ襄現厚保
［涼轟瑠
臨
時
調
査
計
画
室
長

－

[，０

１

１

課
長
補
佐

課
長
補
佐

管
財
掛
長

卉
司
計
掛
長

課
長
補
佐

庶
務
孔
掛
長

課
長
補
佐

研
究
協
力
掛
長

市
出
納
掛
長
‐

給
与
掛
長

ｒ
用
度
掛
長

職
員
掛
長

市
給
与
掛
長

任
用
掛
長

経L-］し 調
査
掛
長

書
掛
長

務事

､掛掛

長長

ⅢLIT

‐
‐
ｊ
‐
－
－
Ｉ

：
１
１
’

掛
鳧
数

５ ２ ２ ４ ４ １ ろ ５ ５ ２ ４ １ ４ １ ２ １ １ １ １ １ １ １ １ １



(○○研究所）（○○研究所）教養部 ）（（医学部） （歯学部）

事
務
長

事
務
長

事
務
長

事
務
長

事
』
。
・
務
〆
長

Ｃ
Ｐ
●

事務長補佐卜》・蕊》

-

－ ｌ仙郷一 １－－１「￣丁
庶会庶会

務計務計

掛掛掛掛

FF1田

教
務
掛

会
計
掛

庶
務
掛

長長長

１１

回ｌ
Ｌ－卜＝〒

Ｌ＿－－.トー‐

■P

J］１ ２ １

｡

掛
員
数 ５

Gb

-』

＋

２ ２

Ｐ

１ ５ １



'､0,Tb

(歯学部附属病院）(○○分院）(医学部附属病院）・Ｌ

事
務
長

事
務
長

事
務
部
長

医
事
課
長

管
理
課
長

総
務
課
長

’’’一一~，
・課課課

長長長

補補補

佐佐．佐

I-T当一寸汁,弓，-＋司
司用薬整医医収電掛栄社中掛

襲難悪霊■

事事
務務
長：長
補補
佐佐

r-L-1，｣司
庶干経用材、患保収
務理度料者険入

掛掛掛掛掛掛掛

長長長長長長長

￣

'【J１

患
者
掛
長

会
計
掛
長

庶
務
掛
長

職
員
掛
長

人
事
掛
長

庶
務
掛
長

三I芒］TTJ
--

了ＩFｍＥＦｌ

１１１１‐ＩＩＩＩＩⅡＩ０ＩＩＩＩＩⅡ１１－１‐‐｜

掛
負
徴
」

５ ２ ４ ２ ５ ２ １

掛
員
数 ５ ５ １ ５ ５ ２ ５ ２ 1５ ５

ノ

４

●

１

ひ

２ ２



別表Ⅳ－１

ｃ大学予算額、学生・教職員定員数の推移

(項・国立学校）

己

Ｉ

一
ひ
Ｉ

年度 予算額 学生数 教官数
その他《Ｄ

職員数

その他の職員

増減数
r対前3年） 増減累計

第１次
その他の職員１人
に対する

学生数
Ｐ

ｑ

教官数
備考

度年
夕

”
”

鍜
鍜
．
”

”
”

”
”

”
〃

０
１
２
５
４
５
６
７
８
９
０
１
２

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
５
５
５

脚
”
”
〃
”
“
”
”
”
”
”
〃
〃

千円

２，４３ａ１８５

２，８４２１５８

５．１９ｑｌｏ６

5，６８６，６１４

4，１８２，５１５

４８６ａ９０５

５，５０５，４５７

５，８６２６２６

Ｚ１８２，，８４

R５４ａ１４２

1ｑ７０２，８１２

人

1．，７７

２，１７８

２．２５５

２，４２１

２．４４２

２，４６７

２ｓ１７

2．５９１

2．６１５

2．７７１

２，７１５

２．８７１

,,今

1,052

Ｍ５６

Ｍ８１

１．２５１

１も２５１

1，２５８

１６２８６

1，５０２

１，５１７

１，５４６

１，５７２

今
５８

２
５
１
９
５
９
５
６
８
７
８

７
１
５
２
２
０
８
６
４
４
５

８
９
９
９
９
９
８
８
８
８
８

巳

９１

５４
６
２
６
４

１
１

４２
９
８
１
９

１
１

△
△
△
△
△
△
△
△

９１

２
８
６

６
７
７
０
６
２
５
５
６
５

７
５
５
１

１

△
△
△

雲['１
第

次

第

次

１
，
９
６
０
２
７
６
２

鯛
叫
皿
弘
弘
恥
〃
が
１
６
９

０
２
２

国
量
己

２弧

1．１６

１．２０

１．２４

,１２７

1，５２

１．５４

１５８

１４５

１５０

１５５

１．５８

１．６５

巴

｡

樹
教官一教Ｈ教

目教信ｊ
適用者
ただし

教(-選ｋ
務員除
〈

学生一学部学

夕

生入学
定員

大学院
生入学
定員



(鵜|別表Ⅳ-叩大学学生･教職員定員数の推移

二Ｆ；(項、国立学校） ￣
￣

●－－－
￣

￣
￣

〆
ニ

ヂ

窺
霞 －，

－－ 〆
－－

/-－－
--

2,BOC－●￣

１，５０Ｃ －－

●-－－－－
〆

￣

￣

－

－

(教官）

-－－－－●￣

￣

－－デ●￣
ノく

ノし
／
ｒ
ｒ

ノ
●
ノ

ロヘ「・‐」・・，・・０１ノノ．
‐．，．：・宍〃／ニア／／／〃

「‐‐‐、呪‐「‐‐‐「！‐「‐「川哨『‐‐‐‐‐‐‐‐‐「刊叶》‐‐‐‐‐

、
．
、
．
．
平
０
１
一
利
０
１

＞-ユ 2,60〔

〆

〆

／／
(学生）－－
－－－〆

２，４０□

ぷ
む

』

2.200

(職員）
／

､108

’十Ｏ

ＵＰ

′ 「下

Ｌ十.山｡-..1Ｖ｣.ﾚ
ｳ牙廿1■｡

．,PＯＤ 2,DＯＣ

万四=二Fｉ鑿鏑 4５４６４７４１４２４５４４
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夢,別表lV-5 ＵＵ■

医学部附属病院定員の推移

－凸

0０

、

５２．２．１７作成

M;と聯.1
．●.

ｉ－
’

Ⅲ

年度 外来患者延数． 入院患者延数 職員総数
職員総数のうち

行Ｈ 行目 医国

行Ｈ+行
(=Iの1人当
り患者数

医信)の１

人当り患
者数

削減数 備考

０
１
２
５
４
５
６
７
８
９
０

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
５

轡
１
７
５
５
４
８
６
５
１
９

７
４
ろ
６
６
５
２
９
４
２
５

９
１
６
２
１
４
１
５
１
６
７

Ｉ
Ｑ
２
ａ
Ｉ
ａ
ａ
ａ
ｑ
４
２

３

９
．
０
１
９
５
４
７
８
０
５
４

５
４
４
５
５
５
５
５
４
４
４

甲
５
８
６
５
０
４
０
６
５
１

２
０
０
８
７
４
４
５
２
６
６

８
５
９
０
５
８
６
９
５
４
２

Ｂ

４
ａ
ｑ
ｑ
Ｉ
ｕ
１
５
１
２
Ｚ

６
７
８
９
７
７
７
７
８
９
８

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

℃

γ
５
９
４
８
２
６
７
０
８
１
７

》
６
６
８
８
９
９
９
１
１
５
５

４
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５

２
１
１
８
８
８
７
７
６
７
７

８
８
８
７
７
７
７
７
７
７
７

６
５
４
２
０
６
１
５
５
２
０

６
６
６
６
６
５
５
５
５
５
４

５
４
９
８
４
９
２
１
５
０
８

９
０
１
２
５
５
４
５
５
６
７

１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

㈹
２
８
５
１
５
２
８
７
７
１
４

０
５
９
８
７
５
４
５
０
６
８

８
０
０
１
８
８
２
２
５
８
５

乱
４
４
４
ａ
ａ
４
４
４
４
ａ

的
６
５
０
７
４
０
７
８
０
１
６

１
６
１
６
８
６
４
２
８
１
６

９
８
７
５
２
１
２
２
２
４
２

，
▽
Ｐ
Ｄ
Ｐ
９
０
、
▽
０
９

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

第
一
次
第
二
次
第
三
次

～
ｊ
心

学内紛争
■＄､_Ｐ

゛０Ｗ,‐

■
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別表Ⅳ－４

医学部附属病院行目、行目、医国適用職員１人当りの患者護

5，０００

(行日、行目職員）

4,000

￣

、｡

Ｉ

5,000

－－－－－－●~~－－－－－●~
へ~--。（医白看護婦）

■
、

、

、－－－－－~～－．－－－－－－－－－－－－－厨-●－－－－－－，－－－－￣－－●－－
、

、

、

－－－－－●』、

ＺＯＯＣ

雲l菫婁
４１４２４５４４４５４６４７４８４１５０
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別紙１．

昭和５１年８月１９日

文部大臣
殿

行政管理庁長官

国立大学協会

会長林健太郎

⑩._。

定員削減について（申入れ）

このたび政府においては、国家公務員の昭和５２年度以降の定員管理につ

いて閣議決定ざれ寓したが、国立大学協会は国立大学教職員の定員削減につ

いては、昭和４５年度定員削減措置の実施以来一貫してその適用除外を要望

してまいりました。

堂

本来国立大学教職員'てあっては、その組織ならび碇i性格が一般行政職公務
作一

員の場合とはきわめて異っておるのみ７５:らず、最近の社会的要請および教育

研究上の必要性に基づく国立大学の拡充整備のためには著しく多数の定員を

必要とする等の特殊事情がありますので、この際下記要望について特段の配

慮をされるよう申入れます。

〆、

笹

Ｐ

記 0.-元

1．国立大学の教職員の総定員法上の取扱いについては、引続き抜本的な検

討を行い、速かに適切妥当な定員管理の方途を講ぜられたいとと。
抄Ｆ

2．このたび閣議決定のおこなわれた定員削減計画に当っては、国立大学関
い;印:？，:二：ｉｌｙ『●￣⑤｡

〔－４

係１Ｗ'､ﾂｧその削減率の緩和ならびに弾力航運用を実現すべく文部省と

■｢｡■0-

.《T

ljiHi
06脾

グー

－２０－

ｉ‐



行政管理庁の間において一層協議を尽し特段の取扱いを配[虜された.いとと。
｡U

5．今後国立大学関係の拡充整備に当っては、既設の整備を含め充分に必要

を増員措置を講ぜられたいとと＿｡

tｏ

。’
ofﾛ

929..

－２１－
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別紙－２．

国立学校における会計事務処理の特殊性

１．支出負担行為事務

一般官庁等では、人件費、旅費、庁用物品等の購入に要する経費が支出負

担行為の主な内容である。国立学校においては、支出負担行為は教育研究に

直接必要な経費が主な内容であり、その内容も極めて広範多岐に亘っている

ため、非常に細分化されており、件数が他官庁等に比較して多くなっている。

このことは、昭和４５年度の国の会計における支出負担行為の件数調べによ

れば、予算の割合が２筋程度であるのに、支出負担行為件数の国立学校分の

国全体（４５０万件）に占める割合は約５分の１にも達していることからみて

､わかる。

また、支出負担行為の個々の内容には、高度の科学的、専門的知識を要す

るものがかなり含されていて、これらについては、担当教官と一体となって

事務処理をする必要があるため、内容の複雑化とその事務処理に多くの人手

と時間を費やす要因とだっている。

乙

２．物品管理事務

(1)国立学校における取扱い物品は、その細分類において中央官庁（文部省）

や他省庁の地方宮署の分類がほとんど「庁用品」に限られているのと異り、

正に全産業的品目に分類されている。（別表Ｉ）

②教育、研究、診療、学生の課外活動等の特殊性から、その分類換、管理

換、取得、不用決定、売払、貸付、亡失又は損傷等の件数が極めて多い。

（別表Ⅱ）

－２２－



(3)以上のように取扱い品目の多いことと、異動、増減件数の多いことに加
Ｊ５＝～衿ゴＬ

えて、これらを処理する職員が必ずしも研究用の大設備、装置の仕組に精
‘‐：【ず：

通していたいことと、研究者である教官も蚕た物品管理事務取扱諸法令Iと

なじんでいたいことからおきる取りまとめ蚕での間の交渉、説得、理解等
．～し､.、THrも．み

の所要時間に多くを害Ｉかねばならない。

ｓ･債権管理事務

(1)国立学校における債権の種類は中央官庁（文部省）や他省庁の地方官署

に比し非常に多い。（別表Ⅲ）

(2)債権発生後の異動（授業料等の減免、分納、延納等）及び不履行に伴う

告知、督促の手続き、または継続的不法行為等による損害賠償金債権の取

扱い、さらに、一部学生による納入阻止斗争に対する適切たる対応等多く

の処理件数と、技術的に至難な経過をたどる件数が極めて多い。

４．国有財産管理事務

(1)国立学校の管理する国有財産は全特別会計に属する公用財産の９５５筋

を占めており（別表ＩＶ－Ａ）、をたその種類も、土地、立木竹、建物､工作物、船舶、

航空機（グライダー）、地上権及び特許権等であり、面積の魔大さと管理件

数の複雑多岐に亘る点においては、他宮署の想像の及ぶところではない。

(2)校舎（管理事務担当部局所在地）の敷地以外用地に寄宿舎、運動場、農

場、牧場、演習林、臨海（湖）実験所、各種観測所、各種研究施設等を保

有しているため、これらの適正な管理に要するための、時間的、技術的に

困難が多く、さらに加えて、不法占拠等に伴う訴訟事務もあり、これらの

事務処理量が極めて多く、かつ、処理に至るまでの至難案件が多いことの

－２５－



ほか、事務完結窪での折衝窓ロが多い。（別表Ｗ－Ｂ）

（文部本省、財務局（部）、大蔵本省､,法務省）

Ｓその他の特殊事務によるもの
●

(1)委任経理金、受託研究費、科学研究費補助金等の件数が.極めて多い。

②訓令、本省会計課長等よりの通知等に伴う調査、報告書に対応する事務

量が多い。（別表Ｖ）

（３）外国人教師、外国人留学生の受入れ、教官の海外研究等に伴う事務が極

めて多い･

0゜

．、｡
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別表I

文部省所管物品管理事務取扱規程より

○分類表、特別会計

分類Ｉ国立学校

分類Ⅱ庁用品

国立学校用品

大学附属病院用品

○細分類表.

幾械、内燃機械、電動機幾械霧

座圧機、無線電信機、変流樹

土建磯５１甲線孫

Ｆご軍孫UＬローートマ■

麺事三洋 泙岩機、選炭機

許作用機械、選別用機械も酪豊用墾

令採ｲﾇ;&自動製かん機

－２５－

Jlllll
蒸気機械、内燃機械、電動機等

変圧機、無線電信機、変流機等

圧延機､伸線機、ポール盤等

コンベアー、起重機、ロードローラー等

砕岩機、選炭機等

耕作用機械、選別用機械、酪農用装置等

潜水機メチル冷凍機、自動製かん機等

各種繊維、製紙用機械等

印刷機、さく孔機、自動紙折機等

サイクロトロン、シンクロトロン等

放射能測定装置、遠心分離器等

望遠鏡、顕微鏡等

撮影機、映写機、写真機等

細分類 種類別 所属物品



－Ｆ

各種医療用機械医療用機械類

事務用〃

車両類

諸機械類

タイプライター、計算機等
．、0.031：1.．

乗用自動車、ｆ財物自動車等

ミシン、時計、テレビ等

具器

ジャイロスコープ、クロノメーター等理化学用器具類

光学用”

度量衡および計器類

繊維用器具類

運動用具類

楽器類

医療用器具類

机．類

いナ類

事務用器具類

-書庫おエび戸棚類

箱類

衝立類

掲示用器具類

製図、測量用〃

印刷､'製本用〃

照明用”

採暖用〃

分光計、照度計等

天秤、台秤、気雌計等

各種繊維用器具類

卓球卓子、排球ネット、飛箱等

ピアノ、オルガン、管楽器等

各種医療用器具
.：

実験机、片袖机等

回転いす、腰掛等

ソロバン、本立、ナンパーリンク等

戸棚、ロッカー、金庫等

決裁箱、印箱等

衝立、帽子掛等

黒板、掲示板等

トランシット、測高器等

謄写板、輪転機等

|箱
、

アセチレンランプ、電気スタンド等
亀、.ｉ

各種グエトープ、火鉢等

ｊＸ

－２６－



消火用器具類

農水産用”

工具類

衛生、清掃用具類

炊事用具類

身体検査用計器類

厚生用器具類

運搬用”

藷器具類

手押ポンプ、消火器等

すき、くわ、底引網等

おの、万力、ハンドドリル等

真空掃除器、風呂むけ等

か注、ミキサー等、

身長計、体重計、握力計等

碁盤、将棋盤等

手押車、トランク、とうり等

優勝カップ、天幕、盆栽等

書

書 図書、雑誌等図

標 本

動物、植物、鉱物等標本及び各種模型
並びに出土品

標 本

物動

ペマ

牛、馬、モルモット等物動

化財文

絵画、彫刻、工芸品、古文雷等有形文化財
（考古資料を含む）

演劇、音楽等無形文化財を保存するた
め収録したフイルム、音盤等

無形文化財

ｑ-

－２７－



民族資料 衣食住、年中行事等に関する風俗慣習
及びこれに用いられる衣服、器具、そ
の他の物品等

記念物 動物、植物、鉱物等

美術工芸品

美術工芸品 絵画、彫刻等

被服及び寝具

被服及び寝具 作業服、寝具等

原材料品

原材料品 木材、釘、じゃb、セメント等
（建物工作物の移築、改築、取りこわ
し等により物品に編入する木村等を含
む）

金賞 属

賞金属 金、ラジウム等

Ｔ中

薬

ロ叩

病院用薬品

教育研究用薬品

庁用薬品

耗梢 品

消耗品 用紙、カルテ、切手、石油、フラスコ等

－２８－



生産品

生産品｜木炭、牛乳、野菜等

食糧品

食糧品｜米、みそ等

不用品

不用品｜くず紙、くず鉄、古タイヤ等

－２９－
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別表Ⅱ

昭和５０年度物品増減等件数調（Ｂ大学の;実績）

２５７件管理換

ｏＢｊ

得 Ｆ２２，７７４取

５８９定用決不

１８払売

繕 1，２６４催

２４０６８２計

－，９.軍
０

－５０－
〆

￣
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別表Ⅲ

大学において取り扱う債権の種類

歳入金に係る債権

１．手数料の類手数料の類

授業料債権

入学料及び入学検定料債権

免許料及び手数料債権

負担金の類

国家公務員通勤災害一部負担金債権

Ｏ‘

寺

2．

財産売払代の類

不動産売払代債権

船舶売払代債権

機械売払代債権

農産物等売払代債権

林産物売払代債権

不用物品売払代債権

物件売払代債権

財産貸付料及び使用料の類

公務員宿舎使用料債権

寄宿料債権

物件貸付料債権

物件使用料債権

財産利用料債権

5．

6．

－５１－－



Ｒ委任、請負及び寄託等に基く受託収入の類

病院等療養費債権
．;

受託手数ﾅﾄﾞｷ債権

利得償還金の類

返納金債権

損害賠償金の類

延滞金債権

損害賠償金債権

､､￣｡

１１．

1２．

歳入金に係る債権以外の債権

歳出戻入金債権

前渡資金返納金債権

Ｉ、

－５２－





昭和４９年度特別会計所属行政財産・公用財産の省庁別内訳表（土地の面積）

運輸省51,57a444fOf

（２．４鰯）

－郵政省７ｺ254㎡

（０．００５筋）
IInFZ農林省9571850㎡

（００６冊）

労働省445b252旅

（ｑＯ５鰯）

－建設省5,101,994旅

（ｑ５７筋）

厚生省21,95a856㎡

（1.6妬）

jiPJ
ＶＩｕＶＩｕ

総面積

1,546β６５５４９㎡

（100総）

文部省1,286,996,759蔽

（９５．５筋）
LＶ

－５４－
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別表Ｗ－Ｂ

■

■勺■1曲U◆

国立学校・行政庁管財事務分掌対照
゛イ

．｡－$Q■

ヨ立学校｜行砥

受’１糸事務の総括

野に関,し外部との折檀

到有財産増減及び現在額報告書ロ

兜そE額計算書の作Hｉ

司朗ＺＥＶＬＢ可司-台目右i計周嘉野ロ

国有財産の取得事溌

理に震

防火に餡

「

努負宿舎の設置変更及び廃ｌＬに露

の貸与申請及び承認書の作日

の模様替等の甲請及び承認書の作151

反貸与ラ音の異動報告雷:の作曰

正宅事情調査表の作成、報告

、算定及び通ﾀﾋﾞﾛに函

－５５－

。．！〒，七・－、

人員 事：謬自ノ 分担 国立学校 行政庁

係長

Ａ

Ｂ

むづ

｣麗騏…馳基1.繩
国有財産増減及び現在額報告書の作成

‘β 見込現在額報告書の作成

” 現在額計算書の作成

庁舎等現況及び見込報告書の作成

国有財産に関する諸調書の作成

国有財産の取得事務

〃 管理に関すること

防火に関すること

その他

￣0

０４
▽

-J

■'

●

~の

公務員宿舎の設置変更及び廃止に関すること

”の貸与申請及び承認書の作成

〃の模様替等の申請及び承認書の作成

”被貸与者の異動報告書の作成

無料宿舎指定員数の変更申請

住宅事情調査表の作成、報告

宿舎使用料の算定及び通知に関すること

、
妬

０７

０
５
０

５
２
２

●
ョ０
Ｊ

■

０
５

５
１

５
５

５４

Ⅱ

Ⅲ■

}…



－５６－

人員 事務分担 国立学校 行政庁

０

□

その他
8．
己

宿舎に関する藷調書の作成

宿舎現況記録の記１帳
T①

＿_I

国有資産所在市町村交付金に関すること

国有財産使用及び収益に関すること

内線及び外線電話に関すること

国有財産台帳の記帳

国有財産の増減を伴う支出負担行為書の記I隈

警務員の勤務管理、日誌、巡回表の確認

構内駐車管理に関するこ と

係に属する文書の整理保管

庁舎等管理簿及び増減整理簿の記帳

国有財産に関する訴訟事務

（主として土地建物宙渡建物収去事件）
B●

｡■

1．訴訟資料の作成

2．法務省関係と打合せ

ａ現地調査

4．裁判所へ出頭

a

E0

佇寸!

これらのために年間

相当数の時間をつい

やされる 。

０
』
５
５
０
５

０
５
０
０
５
０

２
２

４
１
１
１

２

ｊｊ

■．



別表Ｖ

会計事務に関する訓令等

（その他）（計）(通知）（訓令）

５

１

７

１

（区分）

財政及び会計通則

債権の管理

収入事務

授業料等の減免及び費用

支出負担行為及び支出

現金の出納及び委任経理金

国有財産の管理

公務員宿舎の事務

物品の管理

会計検査等

旅費の支給

補助金等の取扱い

給与

８
８
７
０
５
６

５
２

１
１

５
６

１
１

① 公示;’
１

②
①
②

令
１
示
１
令
２

省
公
省

８
２
４
４
８
４
４
１
４
０

２
２
２

１
１

１

２６

２
２
１

②省令
１

１
５
４
５
５

１
１

２

②告示
１

●
●
ず
巳

『

１０

)｡Ｉ。

１８６７１５８計 ２１

－５７－




